
令和４年１０月２１日 

町民の皆さまへ 

今金町長 外 崎 秀 人 

 

 

８月１６日の大雨による災害ゴミの受け入れ終了について 

 

現在、災害ゴミについては、罹災証明書の発行があるものを

手数料免除で受け入れておりますが、下記の期間で終了します

ので、お知らせいたします。 

 

終了期日   令和４年１１月３０日（水）午後５時まで 

 

〈注意事項〉  

① 罹災証明がなければ手数料は免除になりませんので、発行された罹災 

証明書を衛生センター組合窓口に提出してください。 

② 罹災証明書は、お早めに役場くらし安心課で手続きを行ってください。 

③ 手続きには、被災した状況が判る写真（電子データ可）をご持参ください。 

④ 災害ゴミとして受け入れられないものは、一般ゴミとして別途有料とな

ります。 

⑤ 倒木の受け入れは、直径 20cm 以内、長さ 150cm以内です。 

⑥ 燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、資源物など、車へ積み込む際は、分別

したゴミを効率よく荷降ろしできるように、ご協力をお願いします。 

⑦ ご不明な点は、衛生センター組合または役場くらし安心課までお問い合

わせください。 

 

お問い合わせ  北部桧山衛生センター組合 電話０１３７－８６－００７０ 

        役場 くらし安心課    電話０１３７－８２－０１１１ 


